
 

（３）放課後児童健全育成事業（学童保育放課後児童クラブ）・/（放課後

子供教室）   

・放課後児童健全育成事業（学童保育）放課後児童クラブ 

【 概要 】 

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活の場を提供

し、その健全な育成を図る事業です。平日の放課後のほか、土曜日、夏休み等の長期休業

中にも実施します。 

 

 

【 現状 】 単位：人 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用児童数 
低学年 ５１６ ５１６ ６８９ ５２３ ５８６ 

高学年 １０７ ４５ １０４ ５０ ７７ 

実施箇所 ８ ８ ８ ８ ８ 

 

 

【 量の見込みと確保方策 】 単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み ９６２ ８８４ ８７４ ８４２ ８５２ 

 １年生 ３９５ ３６３ ３５９ ３４６ ３５０ 

 ２年生 ２９７ ２７３ ２７０ ２６０ ２６３ 

 ３年生 １７５ １６１ １５９ １５３ １５５ 

 （低学年 計） ８６７ ７９７ ７８８ ７５９ ７６８ 

 ４年生 ７１ ６６ ６５ ６２ ６３ 

 ５年生 １８ １６ １６ １６ １６ 

 ６年生 ６ ５ ５ ５ ５ 

 （高学年 計） ９５ ８７ ８６ ８３ ８４ 

確保方策 ９６２ ８８４ ８７４ ８４２ ８５２ 

 （低学年 計） ８６７ ７９７ ７８８ ７５９ ７６８ 

 （高学年 計） ９５ ８７ ８６ ８３ ８４ 
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・放課後子供教室 

【 概要 】 

小学生を対象に、学校施設等を活用して、放課後や週末等に安全・安心な活動場所を提供    

する事業です。地域の方々の協力を得ながら、遊び、学習、さまざまな体験・交流活動を実 

施することで、子どもたちが地域社会の中で心豊かに、そして健やかに成長できる環境づく 

りを推進します。 

 

【 現状 】  

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催日数 ３４７ ２１８ ２１９ ３６９ ４３６ 

実施学校数 ７ ７ ６ ８ ８ 

 

【 確保方策 】 単位：箇所 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

実施学校数 ８ ８ ８ ８ ８ 

連携型 ８ ８ ８ ８ ８ 

校内交流型 ８ ８ ８ ８ ８ 

確保方策 計 ８ ８ ８ ８ ８ 

   連携型   学童保育所放課後児童クラブ及び放課後子供教室が連携して、共働き家庭等の 

児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加し、交流で 

きるもの。 

   校内交流型 「連携型」のうち、同一小学校内等で両事業を実施しているもの。 

 

【 今後の方向性 】 

〇放課後児童健全育成事業（学童保育）放課後児童クラブ 

・利用ニーズについては、総数としては現定員数で確保できる見通しですが、学童保育所

クラブごとの入所児童数の急な増加にも柔軟に対応できるよう、さまざまな方策を講じ

ていきます。 

・学童保育所の安定的な運営に必要な人材を確保するため、運営者と連携しながら、学童 

保育所指導員の処遇改善につながる仕組みを検討します。 

・学童保育所における子どもの育成支援の充実を図るため、学童保育所指導員に対する研 

修の実施や情報提供を行い、資質向上の機会を確保します。 
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〇放課後子供教室 

事業の実施にあたっては学校や学童保育所等と協議を行いながら、事業内容の充実を

図ります。また、全ての小学校区で連携型かつ校内交流型による実施をめざします。 

  ・全小学校区で、小学校や学童保育所等と連携しながら事業を実施します。 

・学童保育所との連携ができていない校区においては、双方の運営者と調整を行い、共働 

き家庭等の児童を含めたすべての児童が参加できるよう連携を図ります。 

・より多くの地域住民の理解と協力のもとで、より多くの児童が参加できるよう、さまざ 

まな場で事業の周知を図ります。 

 

〇共通 

「放課後児童対策パッケージ」の記載及び今後の国の方針に沿って、学童保育所放課

後児童クラブと放課後子供教室の連携型かつ校内交流型による事業実施を推進し、放課

後の子どもの豊かな時間、安全・安心な居場所を確保します。 
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（16）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）（新規事業） 

【 概要 】 

保護者の就労の有無に関わらず、生後6か月から3歳未満の未就園児が保育施設等を利

用できる事業です。 

令和８年度からの給付制度化に向けて、国の動向を注視しながら、受け入れ体制を整

備するものとし、量の見込みを算出しました。 

 

 

【 確保策 】                           単位：人日 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

0歳児 

量の見込み 

（延べ人数） 
１,１２５ １,４６４ １,４４０ １,４１６ １,４０４ 

確保方策 

（延べ人数） 
１,１２５ １,４６４ １,４４０ １,４１６ １,４０４ 

1歳児 

量の見込み 

（延べ人数） 
１,４２２ ２,０４０ ２,００４ １,９８０ １,９５６ 

確保方策 

（延べ人数） 
１,４２２ ２,０４０ ２,００４ １,９８０ １,９５６ 

2歳児 

量の見込み 

（延べ人数） 
１,５６６ １,８９６ ２,０５２ ２,０１６ １,９９２ 

確保方策 

（延べ人数） 
１,５６６ １,８９６ ２,０５２ ２,０１６ １,９９２ 

 

 

【 今後の方向性 】 

令和8年度からの給付制度化に向けて、国の動向を注視しながら、受け入れ体制の整備

を図ります。 
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